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（抜粋） 
京田辺市附属機関設置条例 

 

平成２６年３月２８日 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるも

ののほか、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の

規定に基づき、附属機関の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市は、別表執行機関の欄に掲げる執行機関の附属機関として、それぞ

れ同表名称の欄に掲げる附属機関を置く。 

（担任事務） 

第３条 附属機関の担任する事務は、それぞれ別表担任事務の欄に掲げるとお

りとする。 

（委員） 

第４条 附属機関は、それぞれ別表人数の欄に掲げる人数の委員で組織する。 

２ 委員は、それぞれの附属機関が担任する事務に応じて執行機関が適当と認

める者のうちから、執行機関が委嘱し、又は任命する。 

３ 委員の任期は、それぞれ別表任期の欄に掲げる期間とし、再任されること

を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（部会） 

第５条 附属機関は、担任事務に関し必要があると認めるときは、部会を置く

ことができる。 

（秘密を守る義務） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、同様とする。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な

事項は、執行機関が別に定める。 

附 則 

（経過措置） 

１１ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に存する合議体で別

表に掲げる附属機関又は附則第２項から前項までの規定による改正後のそれ

ぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関に相当するもの（以下「旧

審議会等」という。）が現に行っている調査、審査その他の手続は、それぞ

れ同表に掲げる附属機関又は附則第２項から前項までの規定による改正後の

それぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関（以下「新附属機関」

という。）が行う調査、審査その他の手続とみなす。 

（委員の任期の特例） 

１２ この条例の施行の際現に従前の旧審議会等の委員である者は、それぞれ

施行日に新附属機関の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。こ

の場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期

は、別表に掲げる任期又は附則第２項から第１０項までの規定による改正後

のそれぞれの条例に規定する任期にかかわらず、施行日における従前の旧審

議会等の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。 
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別表（第２条―第４条関係） 
執行
機関 

名称 担任事務 人数 任期 

市長 京田辺市健康づく
り推進協議会 

次に掲げる事項を協議し、市長に意見を述
べること。 
（１） 総合的な健康づくり等の計画の策

定及び進行管理等に関すること。 
（２） 食育に関すること。 
（３） その他市民の健康づくりに関する

こと。 

１５人
以内 

２年 

京田辺市行政改革
推進委員会 

京田辺市の行政改革について必要な事項を
調査審議し、市長に意見を述べること。 

８人以
内 

２年 

京田辺市予防接種
健康被害調査委員
会 

次に掲げる事項 
（１） 予防接種法（昭和２３年法律第６

８号）の規定に基づき実施した予防接種
による健康被害発生に際し、医学的な見
地から行う調査に関すること。 

（２） 疾病の状況及び診療内容に関する
資料の収集に関すること。 

（３） その他予防接種健康被害発生に伴
う必要な事項に関すること。 

５人以
内 

３年 

     
     
教育
委員
会 

京田辺市生涯学習
推進協議会 

次に掲げる事項を協議すること。 
（１） 生涯学習の推進に当たって、京田

辺市生涯学習推進本部長が提起した事項
に関すること。 

（２） 地域、職場及び団体等への生涯学
習の普及及び啓発に関すること。 

（３） その他生涯学習の推進に必要な事
項に関すること。 

１５人
以内 

２年 

京田辺市就学相談
委員会 

次に掲げる事項 
（１） 就学相談に必要な検査及び調査に

関すること。 
（２） 教育相談に関すること。 
（３） 障害児の教育保障に係る啓発に関

すること。 
（４） 教育委員会、学校その他関係機関

との連絡及び提携に関すること。 
（５） その他委員会の目的達成に必要な

事項に関すること。 

５０人
以内 

２年 

 



 

○京田辺市生涯学習推進協議会規則 

平成２６年４月１日 

教育委員会規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例（平成２６年京田辺市条例第

１号）第７条の規定に基づき、京田辺市生涯学習推進協議会（以下「協議会」

という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員の構成） 

第２条 委員の構成は、次のとおりとする。 

（１） 市議会議員 

（２） 地域を代表する者 

（３） 各種審議会を代表する者 

（４） 各種関係団体を代表する者 

（５） 各教育関係機関を代表する者 

（６） 学識経験のある者 

（７） その他教育委員会が適当と認める者 

（会長及び副会長） 

第３条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないと

きの協議会は、教育委員会が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を

聴くことができる。 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、教育委員会事務局社会教育担当課において処理する。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定

める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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第３次京田辺市生涯学習推進基本計画の策定について 

 
１ 計画策定の背景と目的 

 京田辺市では、平成２年に「田辺町における生涯学習を推進するため

の基本的方策」について田辺町社会教育委員等に諮問、答申が行われ生

涯学習推進のための様々な取組を検討し、平成８年３月に「田辺町生涯

学習推進基本計画（第１次）」を策定、生涯学習の基盤づくりを推進し、

平成１８年３月には「京田辺市生涯学習推進基本計画（第２次）」を策

定し、市民が「いつでも、どこでも、だれでも、なんどでも、楽しく」

行える自主的な学習活動を推進してきました。 

 第１次計画が策定されてから約２５年が経過し、この間、生涯学習に

ついての市民意識が醸成されるよう様々な取組を進めてきました。 

 新計画では、京田辺市の生涯学習社会の将来像とそれを実現するため

の基本的方針を示します。 

  

２ 計画の期間 

 計画期間は、令和４年（２０２２年）をスタート年とする１０年とし

ます。 

  
３ 計画の策定方法 

① 生涯学習の取組状況を把握し、取りまとめます。 

② 市民等へ意識調査を行い、現状と課題の分析を行います。 

 ・市民意識調査 

１８歳以上の市民を対象にアンケート調査を実施。 

・関係団体調査 

中央公民館等の登録団体や文化協会、社会体育協会の加盟団体

等を対象にアンケートを実施。 

③ より広範な市民の意見を反映させるため、計画の素案に対する

パブリックコメントを実施します。 

④ 計画策定について、広報紙やホームページを活用して市民に周

知します。 

資料４ 



 

 

４ 計画の策定体制 

  ① 生涯学習推進本部（本部長 市長/庁内組織） 

      └ 生涯学習推進幹事会（幹事長 教育部長） 

   ② 教育委員会 

    ・本部長の求めに応じ協議会に諮問する。 

   ③ 生涯学習推進協議会（団体代表、学識経験者等） 

 ・教育委員会からの諮問に応じ、計画策定にあたって具体的な内

容を協議。 

   ④ 社会教育委員会議（社会教育関係者、学識経験者等） 

    ・計画の全体的な事項について意見を伺う。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京田辺市生涯学習推進基本計画策定体制 

京田辺市生涯学習推進本部 

・市長 

・副市長  

・公営企業管理者 

・理事  

・関係部長等 

京田辺市社会教育委員 

・学校 社会教育、家庭教育 

 の関係者 

・専門的知識経験を有する者 

京田辺市生涯学習 

推進協議会 

・関係団体代表者 

・地域代表者 

・学識経験者 

・議会代表者 

・公募委員 

京田辺市生涯 

学習推進幹事会 

・関係部長 

・関係副部長等 

生涯学習 

推進事務局 

社会教育課 

市  民 

・教育長   京田辺市 

・教育部長  教育委員会 

・教育指導監 
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第３次京田辺市生涯学習推進基本計画の策定スケジュール 
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社会教育委員会議                 

（文教福祉常任委員協議会）                 
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京田辺市生涯学習推進本部設置要綱 

平成９年４月１日 

教育委員会告示第２２号 

改正 平成１２年２月１５日教委告示第２号 

～    

令和３年４月２１日教委告示第４号 

（設置） 

第１条 京田辺市における生涯学習に関する施策を総合的かつ効果的に推進す

るため、京田辺市生涯学習推進本部（以下「本部」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 生涯学習の施策に係る基本方針の策定に関すること。 

（２） 生涯学習に係る総合的な企画及び調整に関すること。 

（３） その他生涯学習の推進に関すること。 

２ 前項各号に係る事項については、必要に応じて京田辺市生涯学習推進協議

会の意見を求めるものとする。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表

第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（本部長及び副本部長の職務） 

第４条 本部長は、本部の事務を統括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本

部長が指名した順により、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 

（幹事会） 

第６条 本部の所掌事項の効率的な推進を図るため、本部の下に京田辺市生涯

学習推進幹事会（以下「幹事会」という。）を置く。 

２ 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 本部会議に付議すべき事案を調整するとともに、本部の決定した施

策の実施及び運営に関し必要なこと。 

（２） 各部局の生涯学習関連事業の連絡調整、情報の収集及び交換並びに

資料の提出に関すること。 

（３） その他本部長の指揮する事項 

３ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織し、それぞれ別表第２

に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 幹事長は、幹事会の事務を統括し、副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に

事故があるときは、あらかじめ幹事長が指名した順により、その職務を代理

する。 

５ 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。 

６ 幹事会は、所掌事項を円滑に遂行するため、必要に応じて幹事会の中に小

委員会を設けることができる。 

７ 小委員会の委員は、幹事の中から選出する。 

資料５ 



 

（生涯学習推進協力員） 

第７条 本市における生涯学習を推進するため、生涯学習推進協力員（以下「協

力員」という。）を各地区から選出し、本部長が委嘱する。 

２ 協力員は、各地区の公民館等を拠点に生涯学習に係る次の活動を行う。 

（１） 市民の学習意欲を喚起する。 

（２） 個人、グループ、団体等の学習活動を支援する。 

（３） 学習に関する情報の収集及び提供並びに学習相談に応ずる。 

（４） その他生涯学習推進のための活動に協力する。 

３ 本部長は、協力員の活動を助長するため、次の事項について配慮する。 

（１） 生涯学習に関する情報を提供するとともに、相談等による協力と援

助を行う。 

（２） 協力員相互の交流及び連携の機会を設ける。 

（３） その他活動に必要な条件を整える。 

４ 協力員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（関係者の出席） 

第８条 本部及び幹事会の会議は、必要に応じて本部及び幹事会の構成員以外

の者の出席を求めて意見を聴き、又は助言を求めることができる。 

（事務局） 

第９条 本部及び幹事会の事務を処理するため、教育委員会事務局社会教育担

当課に事務局を置く。 

２ 事務局長は、教育委員会事務局社会教育担当課長の職にある者がこれに充

たる。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、本部等の運営に関して必要な事項は、

本部長が定める。 

附 則 

この告示は、平成９年４月１日から施行する。 

            ～ 

附 則（令和３年４月２１日教委告示第４号） 

この告示は、令和３年４月２１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

本部長 市長 
副本部長 副市長 教育長 公営企業管理者 理事 
本部員 京田辺市経営会議等に関する規程第２条第１項に規定する構成員

のうち、本部長及び副本部長を除く者 
別表第２（第６条関係） 

幹事長 教育部長 

副幹事長 企画調整室長 市民政策推進室長 教育総務室長 

幹事 京田辺市経営会議等に関する規程第９条第２項に規定する総務調

整会議構成員のうち、副幹事長を除く者 

 



資料６

L815
四角形



































































 

 

生涯学習に関するアンケート調査（案） 

（個人用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             令和３年６月  京田辺市 

 

★記入にあたってのお願い――――――――――――――――――――――――――――――― 

１．ご回答は、できるだけ封筒のあて名となっているご本人にお願いします。 

（ご本人のご記入が困難な場合は、ご家族の方などがご本人のお考えをお聞きのうえ、または 

ご意向を汲み取ったうえで、代理でご記入をお願いいたします。） 

２．ご記入は、黒のボールペンまたは濃い鉛筆でお願いいたします。 

３．ご回答の際は、選択肢に○をつけてご回答ください。選択肢が分岐する場合は、注意書きに

沿ってご回答ください 

４．ご記入後は、同封の返信用封筒に入れ、７月 16 日（金）までに、ご返送ください。 

（切手は不要です） 

★Ｗｅｂでご回答いただく際のご注意―――――――――――――――――――――――――― 

１．本調査はＷｅｂでご回答いただくことも出来ます。Ｗｅｂでご回答いただく場合は、ページ右

下のＱＲコードを読み取り、回答ページにお進みください。 

２．ご回答いただけるのはＷｅｂへの入力と調査票への記入のどちらか一回のみです。両方ご

回答いただいた場合は、調査票の回答を採用させていただきます。 

３．Ｗｅｂでご回答いただく際は、ページ下中央のＷｅｂアクセス番号を入力ください。回答

の際に番号がないと無効票となります。なお、Ｗｅｂアクセス番号については、重複を防ぐた

めのものであり、個人を特定するものではありません。 

 

〈お問い合わせ先〉 

京田辺市 教育委員会 社会教育課 

 電 話 ０７７４－６４－１３９４ 

 ＦＡＸ ０７７４－６４－１３９０ 

Ｗｅｂアクセス番号 ＱＲコード 

          

 

日頃より、市政にご協力いただき、ありがとうございます。 

現在本市では、市民全員が学びを通して地域に貢献し、地域のつながりを築き、地域課題

を解決する生涯学習社会を目指し計画づくりを進めているところです。 

そこで、市民の皆さまの生涯学習の状況や、その実態及び意識を把握し、計画策定に活か

したいと考え、本市にお住まいの 18 歳以上の方 3,000 人を無作為に抽出し、この調査票を

お送りしています。 

皆様からいただいたご回答は、統計的に処理し、本調査の目的以外に使用することはござ

いません。つきましては、本調査の趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

資料７ 
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１．あなた自身について 
 

問１ あなたの性別について、お聞かせください。（ひとつだけ〇） 

１ 男性 ２ 女性 ３ その他（   ） ４ 回答しない 

 

問２ あなたの年齢をお聞かせください。（ひとつだけ〇） 

１ 18～19 歳 ２ 20～24 歳 ３ 25～29 歳 ４ 30～34 歳 ５ 35～39 歳 ６ 40～44 歳 ７ 45～49 歳 

８ 50～54 歳 ９ 55～59 歳 10 60～64 歳 11 65～69 歳 12 70～74 歳 13 75～79 歳 14 80 歳以上 

 

問３ あなたのお住まいの小学校区名をお聞かせください。（ひとつだけ〇） 

１ 松井ケ丘 ２ 大住 ３ 桃園 ４ 薪 ５ 田辺 

６ 田辺東 ７ 草内 ８ 三山木 ９ 普賢寺   

 

問４ あなたの現在のお仕事をお聞かせください。（ひとつだけ〇） 

１ 雇用者（役員なども含む） 

２ 自営業者(家庭内職者を含む)  

３ 家族従業者（自営業主の営む事業に従事している者） 

４ 主婦、主夫、学生など 

５ 現在は働いていない 

 

問５ あなたの家族の形態をお聞かせください。（ひとつだけ〇） 

１ 単身世帯⇒問６へ ２ 夫婦のみ⇒問６へ 

３ 二世代世帯(親とその子) ⇒問５（１）へ ４ 三世代世帯（親と子と孫）⇒問５（１）へ 

５ その他（       ）⇒問６へ   

 

【問５で「３」、「４」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問５(１)子の年齢を聞かせてください。（〇はいくつでも） 

１ 乳幼児 ２ 小学生 ３ 中学生 

４ 高校生（高専を含む） ５ 大学生（短大・専門学校・大学院を含む） ６ 社会人・その他（既に卒業、中退など） 

 

問６ あなたが最後に卒業した学校※、または現在在学中の学校はどれですか。（ひとつだけ〇） 
※最後に通った学校を中退された場合は、その前に卒業した学校をお答えください。 

１ 中学校 ２ 高等学校 ３ 高専・短大・専門学校 ４ 大学 

５ 大学院 ６ その他（   ） ７ 不明   
 
 

問７ あなたは京田辺市に住み始めて何年になりますか。（ひとつだけ〇） 

１ ５年未満 ２ ５年以上 10 年未満 ３ 10 年以上 20 年未満 

４ 20 年以上 30 年未満 ５ 30 年以上 40 年未満 ６ 40 年以上 50 年未満 

７ 50 年以上 ８ わからない   
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２．あなたの生涯学習の状況について 
 

問８ あなたは、これまでに以下のような生涯学習活動を行いましたか。（〇はいくつでも） 

１ 職業上必要な知識・技能（仕事に関係のある知識の習得や資格の取得など） 

２ インターネットに関すること（プログラムの使い方、ホームページの作り方など） 

３ 社会問題に関するもの（社会・時事、国際、環境など） 

４ 健康・スポーツ（健康法、医学、栄養、ジョギング、水泳など） 

５ 家庭生活に役立つ技能（料理、洋裁、和裁、編み物、ガーデニングなど） 

６ 趣味的なもの（音楽、美術、華道、舞踊、書道、レクリエーション活動など） 

７ ボランティア活動のために必要な知識・技能 

８ 自然体験や生活体験などの体験活動 

９ 教養的なもの（文学、歴史、科学、語学など） 

10 育児・教育（家庭教育、幼児教育、教育問題など） 

11 その他（                                   ） 

12 行ったことがない⇒問９へ 

13 わからない⇒問９へ 
 

【問８で「１」～「11」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問８（１） どのような場所や形態で学習をしましたか。（〇はいくつでも） 

１ 公民館など公的な機関における講座や教室 

２ カルチャーセンターやスポーツクラブなど民間の講座や教室、通信教育 

３ 同志社大学及び同志社女子大学、同志社国際高校の講座や教室 

４ 上記以外の学校（小・中学校、高等学校、大学、大学院、専門学校など）の講座や教室 

５ 同好者が自主的に行っている集まり、サークル活動 

６ 職場の教育、研修 

７ 児童館 

８ 図書館 

９ 住民センター 

10 京田辺野外活動センター 

11 公園・運動公園や市のスポーツ施設 

12 テレビやラジオ 

13 インターネット 

14 民間の教室など 

15 自宅での学習活動（書籍など） 

16 市外の施設 

17 その他（                                   ） 

18 わからない 
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【問８で「１」～「11」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問８（２） 学習した理由は何ですか。（〇はいくつでも） 

１ 現在の、または当時就いていた仕事において必要性を感じたため 

２ 新しく就職したり、転職したりするために必要性を感じたため 

３ 他の人との親睦を深めたり、友人を得たりするため 

４ 勤務先などから勧められたため 

５ 地域や社会における活動に生かすため 

６ 家庭や日常生活に生かすため 

７ 健康の維持・増進のため 

８ 人生を豊かにするため 

９ 教養を深めるため 

10 その他（                                    ） 

11 特にない 

12 わからない 

 

【問８で「１」～「11」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問８（３） 現在学習する際に、どこから情報収集を行っていますか。(〇はいくつでも) 

１ 市の「広報ほっと京田辺」 ２ 市の「学びの情報誌」 

３ 市や各施設のホームページ ４ 市が配布しているパンフレットやチラシなど 

５ 教育機関が発信している情報や説明会など ６ 公民館や図書館などでのポスター、チラシ 

７ 友人・知人や過去の受講者の評判・口コミ ８ 学習情報専門誌（紙） 

９ 新聞、雑誌 10 テレビやラジオ 

11 インターネット 12 ハローワーク 

13 自治会、町内会の回覧や掲示板 14 その他（            ） 

15 特に行っていない 16 わからない 

 

問９ あなたが生涯学習を行う上でお困りの点は何ですか。（〇はいくつでも） 

１ 学習するのに必要な情報が入手できない ２ 学習したい内容の講座が開設されていない 

３ 家事が忙しくて時間がない ４ 子育てが忙しくて時間がない 

５ 介護が忙しくて時間がない ６ 仕事が忙しくて時間がない 

７ 学習より優先しなければならないことがある ８ 時間帯が希望に合わない 

９ 一緒に学習する仲間がいない 10 身近なところに学習する場がない 

11 学習するための費用がかかる 12 成果を活かす機会がない 

13 きっかけがつかめない 14 特に必要がない 

15 その他（              ） 16 特にない 

17 わからない   
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問10 これから学習するとすればどのようなことを学習したいですか。（〇はいくつでも） 

１ 職業上必要な知識・技能（仕事に関係のある知識の習得や資格の取得など） 

２ インターネットに関すること（プログラムの使い方、ホームページの作り方など） 

３ 社会問題に関するもの（社会・時事、国際、環境など） 

４ 健康・スポーツ（健康法、医学、栄養、ジョギング、水泳など） 

５ 家庭生活に役立つ技能（料理、洋裁、和裁、編み物、ガーデニングなど） 

６ 趣味的なもの（音楽、美術、華道、舞踊、書道、レクリエーション活動など） 

７ ボランティア活動（福祉等）のために必要な知識・技能 

８ 地域での活動（防犯・防災等）のために必要な知識・技能 

９ 自然体験や生活体験などの体験活動 

10 教養的なもの（文学、歴史、科学、語学など） 

11 育児・教育（家庭教育、幼児教育、教育問題など） 

12 学習をしたいとは思わない 

13 その他（                                    ） 

14 特にない 

15 わからない 

 

問11 これから学習するとすれば、どこから情報収集を行いますか。(〇はいくつでも) 

１ 市の「広報ほっと京田辺」 ２ 市の「学びの情報誌」 

３ 市や各施設のホームページ ４ 市が配布しているパンフレットやチラシなど 

５ 教育機関が発信している情報や説明会など ６ 公民館や図書館などでのポスター、チラシ 

７ 友人・知人や過去の受講者の評判・口コミ ８ 学習情報専門誌（紙） 

９ 新聞、雑誌 10 テレビやラジオ 

11 インターネット 12 ハローワーク 

13 自治会、町内会の回覧や掲示板 14 その他（            ） 

15 特に行っていない 16 わからない 
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３．家庭教育の状況について 

 
問12 子育ての悩みや不安の程度についてお聞かせください。（ひとつだけ〇） 

１ いつも感じる ２ たまに感じる ３ あまり感じない ４ まったく感じない 
 
 

問13 子育てについての悩みや不安に感じることは何ですか。（〇はいくつでも） 

１ しつけの仕方が分からない ２ 子どもの健康や発達について悩みや不安がある 

３ 子どもの生活習慣の乱れについて悩みや不安がある ４ 子どもとの接し方がわからない 

５ 子どもの気持ちがわからない ６ 子どもの友人関係について悩みや不安がある 

７ 子育てに十分な時間がとれない ８ 忙しい時に子供の面倒を見てくれるひとがいない 

９ 子育てをする上で経済的に厳しい 10 その他（              ） 

 

問14 家庭教育※を充実させるために、必要なことはなんですか。（ひとつだけ〇） 

１ 親がもっと家庭教育に取り組むこと ２ 親以外の家族が協力すること 

３ 子育てをしている仲間同士が助け合うこと ４ 学校・幼稚園・保育所が家庭を支援すること 

５ 地域の人たちが応援すること ６ 行政が支援すること 

７ 企業などが家庭教育をしやすい環境づくりに協力すること ８ その他（               ） 

※家庭教育とは、父母その他の保護者が子供に対して行う教育のことを言います。全ての教育の出発点であり、子ども
の心身の調和のとれた発達を図る上で、重要な役割を担います。 

 

４．学びの「成果」の活かし方について 

 
問15 あなたは学習活動を通じて身に付けた知識や技能について、現在、地域や他の人の

ために活かしていると思いますか。（ひとつだけ〇） 

１ 活かしていると思う ２ どちらかといえば活かしている 

３ どちらかといえば活かしていない ４ 活かしていない 

５ わからない   

 

問16 あなたは学習活動を通じて身に付けた知識や技能について、今後、地域や他の人の

ために活かしたいと思いますか。（ひとつだけ〇） 

１ 活かしたいと思う⇒問 16（１）へ 

２ どちらかといえば活かしたいと思う⇒問 16（１）へ 

３ どちらかといえば活かしたいと思わない⇒問 16（２）へ 

４ 活かしたいと思わない⇒問 16（２）へ 

５ わからない⇒問 17 へ 

 

  

※これまでにお子さんをお持ちになった方のみご回答ください。 

該当しない方については、問 15 にお進みください。 
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【問 16 で「１」、「２」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問16（１） 学習活動を通じて身に付けた知識や技能を地域や他の人のために活かすには、

どのようなことが必要だと思いますか。（○はいくつでも） 

１ 地域活動・ボランティア活動の情報提供の充実 

２ 地域・技能や経験を活かす人と活動の場を結ぶコーディネーターの充実 

３ 人材登録制度の充実 

４ 発表の機会の充実 

５ 地域づくりに関する講座の充実 

６ スキルアップのための講座の充実 

７ その他（                                   ） 

 

【問 16 で「３」、「４」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問16（２） 学習活動を通じて身に付けた知識や技能を地域や他の人のために活かしたい

と思わない理由はなんですか。（〇はいくつでも） 

１ 時間がない ２ きっかけがつかめない 

３ 費用がかかる ４ 興味をひかれる活動がない 

５ 子どもや親を見てくれる人が少ない ６ 身近なところに活動場所がない 

７ する必要を感じない ８ その他（             ） 

 

５．地域や社会での活動について 

 
問17 あなたは、地域や社会でどのような活動に参加してみたいと思いますか。（〇はいくつでも） 

１ 学校の環境整備（花壇の整備など）や教育活動を支援するなど、地域が学校と協働する活動 

２ 地域の子供のためのレクリエーション活動や自然体験活動など 

３ 地元の観光や産業の活性化に貢献するような活動 

４ 障害者や高齢者、外国人住民などの支援に関する活動 

５ 地域や社会での活動に参加したいとは思わない 

６ 子育て・育児を支援する活動 

７ 地域の伝統行事や歴史の継承に関する活動 

８ スポーツ・文化活動 

９ 地域の環境保全に関する活動 

10 国際交流に関する活動 

11 防犯・防災活動 

12 その他（                                    ） 

13 わからない 
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問18 京田辺市では文化・芸術・生涯学習等の機能を備えた複合型公共施設の建設を予定

しています。あなたは公共施設をどのような機会・活動に利用したいと思いますか 

（〇はいくつでも） 

１ 講演・教室 ２ 会議・集会 ３ 趣味・教養 

４ 勉強・読書 ５ 活動の発表・披露 ６ 地域活動・ボランティア活動 

７ 鑑賞・観覧（芸術・音楽等） ８ 育児・教育 ９ その他（       ） 

 

問19 地域での生涯学習活動を支援するために京田辺市内の自治会ごとにおられる「生涯

学習推進員」について知っていますか。（ひとつだけ〇） 

１ 名前や活動内容を知っている ２ 名前を聞いたことがある程度 

３ まったく知らない 

 

問20 「生涯学習推進員」が活動する時に、以下のどの程度の範囲で活動するのが望まし

いと思いますか。（ひとつだけ〇） 

１ 自治会ごと ２ 小学校区ごと 

３ 旧村区域ごと ４ 中学校区ごと 

５ わからない 

 

問21 多くの人が地域や社会での活動に参加するようになるためには、どのようなことが

必要だと思いますか。（〇はいくつでも） 

１ 地域や社会に関する講習会の開催など、活動への参加につながるようなきっかけ作り 

２ コーディネーターなど、地域や社会での活動を支える人的体制や活動の拠点となる場が整っていること 

３ 地域や社会での活動に関する情報提供 

４ 活動の成果が社会的に評価されること 

５ 活動費や参加費の助成 

６ 交通費などの必要経費の支援 

７ その他（                                    ） 

８ 特にない 

９ わからない 

 

最後に、生涯学習活動を通じて感じていることやご提案、また、生涯学習を通じて解決し

たい地域の課題などについて、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 調査は以上です。ご協力誠にありがとうございました。 

記入いただいた調査票は、７月 16 日（金）までに同封の返信用封筒に入れて 

（切手を貼らずに）無記名で投函してください。 



 

 

生涯学習に関するアンケート調査（案） 
（団体用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             令和３年６月  京田辺市 

★記入にあたってのお願い――――――――――――――――――――――――――――――― 

１．ご回答は直接調査票に、黒のボールペンまたは濃い鉛筆でご記入をお願いいたします。 

２．ご回答の際は、選択肢に○をつけてご回答ください。選択肢が分岐する場合は、注意書きに

沿ってご回答ください。 

３．ご記入後は、同封の返信用封筒に入れ、７月 16 日（金）までに、ご返送ください。 

（切手は不要です） 

〈お問い合わせ先〉 

 京田辺市 教育委員会 社会教育課 

  電話 ０７７４－６４－１３９４  ＦＡＸ ０７７４－６４－１３９０ 

 
 

団体名  

 

問１ 貴団体の活動年数をお答えください。（ひとつだけ〇） 

１ １年未満    ２ １年以上５年未満   ３ ５年以上 10 年未満 

４ 10 年以上 15 年未満   ５ 15 年以上 20年未満   ６ 20 年以上 
 

問２ 貴団体の会員構成は、どの年代が多いですか。（ひとつだけ〇） 

１ 20 歳未満   ２ 20 歳代   ３ 30 歳代   ４ 40 歳代 

５ 50 歳代    ６ 60 歳代   ７ 70 歳以上  ８ 幅広い年代に分散している 
 

問３ 貴団体の会員数は、現在、どのくらいですか。（ひとつだけ〇） 

１ 10 名未満   ２ 10 名以上 20 名未満  ３ 20 名以上 30 名未満 

４ 30 名以上 40 名未満  ５ 40 名以上 50 名未満  ６ 50 名以上 70 名未満 

７ 70 名以上 100 名未満  ８ 100 名以上 

日頃より、市政にご協力いただき、ありがとうございます。 

現在本市では、市民全員が学びを通して地域に貢献し、地域のつながりを築き、地域課題

を解決する生涯学習社会を目指し計画づくりを進めているところです。 

そこで、関係団体における生涯学習活動の状況や要望を把握し、計画策定に活かしたいと

考え、主に市内の公共施設を拠点に活動されている団体に対し、アンケート調査を実施する

ことといたしました。 

ご回答にあたっては、団体としてのお考えをご記入ください。皆様からいただいたご回答

は、統計的に処理し、本調査の目的以外に使用することはございません。 

つきましては、本調査の趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

資料８ 
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問４ 主にどのような分野の活動を行っていますか。（ひとつだけ〇） 

１ 家庭生活（料理、洋裁、和裁など） 

２ 健康（病気予防、食生活、ウォーキング、ヨガなど） 

３ スポーツ・レクリエーション（卓球、武道、ダンス、体操など） 

４ 子育て支援（育児、子育て学習、親子活動など） 

５ 青少年育成（非行・いじめ防止、体験活動、居場所づくりなど） 

６ 趣味・娯楽（囲碁、手芸・工作、カラオケなど） 

７ 文学・人文分野（文学、歴史、地理など） 

８ 社会問題（環境保護、社会福祉、人権など） 

９ パソコン、インターネット 

10 文化・芸術（絵画、陶芸、書道、茶道、華道など） 

11 音楽・芸能（コーラス、楽器演奏、舞踊、演劇など） 

12 語学・国際交流 

13 ボランティア活動、地域活動  

14 その他（                           ） 
 

問５ 主にどのような目的で活動していますか。（○はいくつでも） 

１ 知識・教養を高めるため    

２ 技術・技能の向上のため 

３ 健康維持・増進のため    

４ 交流・仲間づくりのため 

５ 地域・社会への貢献のため 

６ 生活上の課題を解決したり、日常生活を向上させたりするため 

７ 芸術・趣味を楽しむため 

８ 資格を取ったり、職業に役立てたりするため 

９ 生きがいのため 

10 その他（                                   ） 

11 特にない、わからない 
 

問６ 会費（材料費、講師謝礼などの実費は除く）は年間どのくらいですか。 

（ひとつだけ〇） 

１ 無料    ２ 5,000 円未満 

３ 5,000 円以上 10,000 円未満  ４ 10,000 円以上 20,000 円未満 

５ 20,000 円以上 40,000 円未満  ６ 40,000 円以上 
 

問７ 活動回数はどれくらいですか。（ひとつだけ〇） 

１ ほぼ毎日  ２ 週に２～３回程度  ３ 週に１回程度 

４ 月に２～３回程度 ５ 月に１回程度  ６ 年に数回 
 

問８ 活動の場として利用している施設等を選んでください。（○はいくつでも） 

１ 公民館    ２ 文化・コミュニティ関連施設（コミュニティホールなど） 

３ スポーツ関連施設   ４ 自治会館 

５ 会員宅、知人宅   ６ 民間施設 

７ 学校                       ８ その他（                   ） 
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問９ 貴団体での学習成果の活用の有無についてお答えください。（ひとつだけ〇） 
※学習成果の活用とは、活動内容の発表やそれを活かした取り組みなどをいいます 

１ 学習成果を活用している⇒問９（１）へ ２ 学習成果を活用していない⇒問９（２）へ 
 

【問９で「１」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問９（１） 学習成果の活用の仕方についてお答えください。（○はいくつでも） 

１ 市民まつりや市民文化祭など、市の施設の文化祭などへの参加 

２ 市の施設以外（自治会・商店街など）の地域の文化祭への参加 

３ 団体独自の体験教室・発表会・展示会などの実施 

４ 小・中学生の居場所づくりなどの放課後活動支援 

５ 小・中学校におけるボランティア、ゲストティーチャー派遣など学校教育支援 

６ 幼稚園・保育所（園）などの活動支援ボランティア 

７ 地域でのボランティア活動、講師派遣 

８ 高齢者施設など、高齢者に向けたボランティア活動 

９ 生涯学習関連施設の施設ボランティア活動 

10 その他（                                   ） 
 

【問９で「２」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問９（２） 学習成果の活用をしていない理由をお答えください。（○は３つまで） 

１ 手法や方法が分からない   ２ 実施する場所がない 

３ 実施する費用がない    ４ 活用したいと考えていない 

５ 現時点では成果が未熟で活用できない  ６ 現在、活用を検討中である 

７ 活動内容が、発表などの活用に適さない 

８ その他（                                   ） 
 

問10 活動を行う上で、現在どのような問題がありますか。（○はいくつでも） 

１ 公共施設の会場が確保しにくい  ２ 活動経費の負担が大きい 

３ 新規会員が入会しない   ４ 会員の高齢化 

５ リーダーや役員のなり手がいない  ６ 会員の参加率が低い 

７ 会員間の活動に対する意識の差  ８ 適切な指導者がいない 

９ 活動内容に行きづまっている   10 活動に対する相談の場が不足している  

11 活動に必要な情報が十分でない  12 利用者、対象者への情報提供 

13 他の団体との交流の機会が少ない  14 その他（             ） 

15 特にない、わからない 
 

問11 今後の活動について、どのように進めていきたいですか。（○はいくつでも） 

１ 団体・サークルの活動成果を、社会やボランティア活動に役立てたい 

２ 自治会が実施する事業や市民まつりや市民文化祭などのイベントに参加してみたい 

３ 学校の支援に関する活動に参加してみたい 

４ 市と協働して各種事業を企画・計画してみたい 

５ 同じ活動をしている団体・サークルとの交流の機会をふやしたい 

６ 活動の回数をふやしたい 

７ 会員をふやしたい 

８ 現在の活動を続けて、さらに水準を向上させたい 

９ 団体・サークルの活動成果を、家庭や職場で役立てたい 

10 その他（                                    ） 

11 特にない、わからない 
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問12 貴団体では、地域の他団体や個人との交流がありますか。（〇はいくつでも） 

１ イベント（試合、発表会、展覧会）等のお知らせをするなどの交流がある 

２ イベント等を一緒に行うなどの交流がある 

３ 会員募集やイベント等の PR をしてもらえるなどの交流がある 

４ 場所を借りるなどの交流がある 

５ 講師になる・なってもらうなどの交流がある 

６ 協賛・寄付してもらうなどの交流がある 

７ その他（                                    ） 

８ 特にない、わからない 
 

問13 活動を続ける上で、行政に望むことは何ですか。（○はいくつでも） 

１ 活動できる場所をもっとふやしてほしい 

２ 活動の成果を発表できる機会をつくってほしい 

３ 市が実施する各種事業の企画・計画に参加する機会をふやしてほしい 

４ 団体・サークルのリーダーや指導者が学べる機会をつくってほしい 

５ 団体・サークルに指導者を紹介してほしい 

６ 他の団体・サークルとの交流の機会をつくってほしい 

７ 会員募集の支援や、活動についてのＰＲをしてほしい 

８ 活動のための情報提供や相談体制を充実してほしい 

９ さらなる学びの機会について情報提供してほしい 

10 その他（                                ） 

11 特にない、わからない 
 

問14 昨年度のコロナ禍において、生涯学習活動にどのような影響がありましたか。 

（自由記述） 

 

 

 

 

 

 
 

最後に、生涯学習活動を通じて感じていることやご提案、また、生涯学習を通じて解決し

たい地域の課題などについて、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査は以上です。ご協力誠にありがとうございました。 

記入いただいた調査票は、７月 16 日（金）までに同封の返信用封筒に入れて 

（切手を貼らずに）投函してください。 



 
 

 

アンケート調査内容へのご意見について 

 

 生涯学習に関するアンケート調査（個人用）及び（団体用）（案）につきまし

て、設問内容の修正すべきことや追加したほうがよい設問等についてご意見を

お聞かせください。 

 

 

 ① 提出方法 

 

  ａ.書面等で提出 

 別紙の「生涯学習に関するアンケート調査変更及び追加事項」に記載し、

返信用封筒もしくはＦＡＸ等で提出してください。 
  ｂ．メール 
   下記アドレス宛にご意見等をメールで送信してください。 
    ※別紙記載用紙が必要な方は、メールにてご連絡ください。 
  ｃ．電話 
   担当者に直接ご意見をお聞かせください。 
 
 
 
 ② 提出期限 
 
  令和３年６月１０日（木）まで 
 
 
 

連 

絡 

先 

京田辺市教育委員会 教育部 社会教育課 

〒610-0393 京田辺市田辺 80 

TEL ６４－１３９４  FAX ６４－１３９０ 

ﾒｰﾙ syakyo@city.kyotanabe.lg.jp   担当 長島 

   

 
 
 
 
 

資料９ 



第３次京田辺市生涯学習推進基本計画 
「生涯学習に関するアンケート調査（個人用）」（案） 
「生涯学習に関するアンケート調査（団体用）」（案） 

変更及び追加事項 記載用紙 
 

京田辺市生涯学習推進協議会（委員名               ） 
  

【提出期限 令和３年６月１０日】 
設問内容の変更箇所や新規の設問の追加について記載してください。 

設問内容変更 

設問番号 変更内容 
（個人用）  

（団体用）  

  
新規追加設問 

記載内容は「〇〇についての質問」などの表現で結構です。 
（個人用） 

（個人用） 


